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ヨーロッパとアメリカ、日本の無電柱化
　ヨーロッパでは、かなりの小都市でも電線類が
目立たず、電柱をほとんど見かけません。これは、
送電線は原則として架空ですが、個々の顧客に電
気を送る配電線が地中化されているか、建物の中
に埋め込んで配線されているからなど、いろいろ
と工夫されているからです。これは電気も先発の
ガス灯と同じ条件にするなどの歴史的経過による
ものといわれますが、後発の日本はそうではなく、
電線類の被覆が良くなり安全になったので、むし
ろ架空の方が良いこととなり、結果として今や電
線類が目立ち、町の景観はあまりよろしくなく、
また、電柱が通行の妨げとなり、地震の際の倒壊
や垂れ下がりなど防災の観点からも大きな問題を
抱えるようになりました。実は、アメリカもそう
でした。例えば、20世紀の初めのニューヨークを
描いたエッチング画を見たことがありますが、そ
こには空を蜘

く

蛛
も

の巣のごとく電線類が覆っている
様子が描かれていました。しかし、いくら何でも
これはひどいと、ニューヨークなどアメリカの諸
都市は、その後改善に向かい、無電柱化され、目
立たなくなってきました。例えば、最近のニュー
ヨークの地中化率は7割を少し超えた程度にまで
来ています。ほぼ100％の町が多い西欧に比べ、
まだまだの感がありますが、相当状況が良くなっ

たことは確かです。
　では日本はといえば、大都会で最も無電柱化が
進んでいる東京（23区）でやっと6％を上回って
いる程度で、大阪や名古屋は2％少しです。まさ
に道遠しの感があります。これは電力側に任せて
おけば進むかというと、そういうものではありま
せん。電気は現状の設備で十分供給されています
から、電力側には地中化しようとするインセン
ティブが働きにくいのです。それに、架空で外か
ら見えていた方が監視し易く、管理に適している
という考え方も強く主張されています。同じよう
なことは、電気通信線についてもいえます。そし
て、放送線など他の線類もあります。
道路側の負担と道路財源の活用
　かくて、電線類についていえば、その地中化を
進め、道路側も電力側ともども一定の費用負担を
して取り組むしかないということになり、そうし
た事業が進められるようになりました。まずはじ
めに、上下水道やガス等の管類と電線類などの線
類を一緒に道路地下の大きな共同溝に収容する事
業が始められました。昭和30年代のことです。た
だ、これは規模が大きく、関係者が多く調整も大
変で、少しづつの進展にとどまっています。そこ
で線類に絞った取り組みが新たに開始されまし
た。昭和61年度（1986）からのことで、たかだか
20年ほどの歩みです。こうした仕組みで計画が立
てられ、初めて事が動き出したといっても過言で
はないでしょう。
　以来、営々と事業が進められ、まずは大規模な
商業地域から取りかかり、次第に広がって、今や
幹線道路を中心に、主要な非幹線道路も対象とな
りつつあります。これまでの累計で概算1万キロ
に達したでしょうか。もっとも、日本の道路の総延
長が百万キロを遙かに超えている現実からすれば
わずかなものですが。
　大事なことはこの元手です。そこには道路財源
が大きなウェィトを占めます。道路の仕事として
取り組んでいる範囲は広く、他にも、例えば鉄道
踏切の連続立体交差化の仕事があります。これは
鉄道側で行われている外観を呈しているものの、
別に踏切をなくさずとも走行できる鉄道と違い、
その主たる必要性は踏切待ちを解消して滑らかに
車を走らせたい道路側にありますから、その費用
負担はほとんど道路側で行われています。
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　まちづくり交付金制度という、地域づくりのた
めの一括した国の支援の仕組みも、道路、再開発、
区画整理、広場、歩行者デッキ、共同駐車場など
さまざまな事業を組合せ、商店街を活性化し、都
市を再生しようという総合的な取り込みが最近始
まっています。モノレールや新交通システムのよ
うな交通手段も、この基盤部分を道路の一部とし
て、道路の費用負担で作り、安価な公共交通を提
供し、その円滑化に貢献しているのが実際です。
　普通、道路整備というと、よくイメージされる
のはほとんど交通量のない田舎道を作っているか
ら無駄だというものですが、これはかなり偏った
見方といえるのではないでしょうか。確かに地域
の生活や防災医療などを考えれば、シビル・ミニ
マムの社会資本としての道路の必要性は否定でき
ませんが、要は限られた道路財源の必要な箇所へ
の配分の課題です。無電柱化、踏切の解消、まち
づくり、新交通など道路整備の広がりや関連分野
への投資の成果と更なる必要性がよく理解されて
よいものと思われます。
道路財源の仕組みと地方団体の心配
　典型的な道路財源の揮発油税は、それを道路財
源とする特例法によって道路財源とされていま
す。この点、地方税である軽油引取税（ディーゼ
ル油に課税）や自動車取得税が初めから道路目的
税であるのと異なります。揮発油税は現在1キロ
リットル当たり48,600円となっていますが、この
うち約半分が揮発油税法の税率分で、いわゆる本
則税率といわれています。これを租税特別措置法
で前述の税率に改め、この上乗せ分を暫定税率と
呼んでいます。今回内閣が提出している租税特別
措置法の改正案が仮に成立しなくなったとします
と、揮発油税の税収は約半分になり、かつ、道路
特定財源でもなくなるわけで、大変なことが起き
ることが予想されます。この歳入の欠陥は、国で
約2.6兆円、地方で約1.6兆円に達するといわれて
いますが、揮発油税の本則税率分も道路特定財源
としての法的根拠が失われますから、本当はもっ
と大きい歳入不足となり、総計4.9兆円に達する
ことになると見られています。
　道路特定財源は地方の独自分もありますが、交
付金や補助によって国から地方公共団体に財政移
転することにより賄われているところが大きく、
それらがなくなることもあり、地方の心配は大変

深刻なものとなっています。
税収の確保はとても大切なこと
　自動車が負担している税金は、受益者負担型の
燃料税タイプのものから、自動車重量税のような
損傷者負担タイプのものに至るまで、多岐多様に
わたり、自動車とは本当に金食い虫だなと実感さ
せられます。それでも自動車の保有台数は8千万
台に達し、広範囲かつ多様に利用され、税を負担
しているという重い事実があります。今後の年金
や社会保障の出費の増加に備えるため、消費税の
引き上げが時折話題になりますが、現に担税力の
ある税源をなくしたり減らすということは賢明な
為政者のなすべきこととは思えません。
環境対策
　日本のガソリンの値段は、アメリカに比べれば
高いものの、ヨーロッパに比べれば相当低いレベ
ルにあります。ヨーロッパでは日本の1.5倍ほどの
価格です。温暖化対策の新たな枠組みが議論され
始め、洞爺湖サミットでも一大焦点になろうとし
ているとき、揮発油税を下げ、ガソリン代を安く
し、その消費を増やすことが国際的に認容される
ことでしょうか。むしろ、更なる引き上げすら、
テーマになることが予想されるように思われます。
　他方、揮発油税収を道路整備に充てるのは環境
対策に合わず、矛盾するのではないかとの議論が
出ていますが、車がドアからドアへという交通の
基本原則に最も合致した輸送手段であることを考
慮すれば、良い道をしっかりと整備して、踏切・
交差点・都心・業務拠点・商業核・観光地などで
いつも繰り返される渋滞等を解消し、円滑に交通
を流すことこそ、環境対策であり、省エネであり、
時間価値の創造や活用に資するものと考えます。
そして、道路や関連インフラを活用する自動車の
側にも次第に革新が起き、環境負荷の少ないもの
や、それを生じないものに発展していく時代に既
に入りつつあると考えます。
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